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戸田市建設工事等入札参加者格付け要領 

平成２９年８月３１日市長決裁 

（趣旨） 

第１条 この要領は、戸田市建設工事等入札参加資格に関する規則（平

成２５年規則第６号。以下「規則」という。）第８条に基づき格付けを

行うに当たって、必要な事項を定めるものとする。 

（格付け方法） 

第２条 格付けは、第３条に定める資格審査数値を基に、第６条に定める

格付け基準に従って、業種ごとに行うものとする。 

 （資格審査数値） 

第３条 資格審査数値は、第４条に定める客観的事項の審査数値及び第５

条に定める市による評価点数値を合計した数値とする。 

（客観的事項の審査数値） 

第４条 客観的事項の審査数値は、建設業法（昭和２４年法律第１００

号）第２７条の２３に規定する経営事項審査の総合評定値（規則第８

条に定める項目のうち経営規模、経営状況、技術力及びその他の審査

項目（社会性等）を、平成２０年国土交通省告示第８５号（以下｢国土

交通省告示｣という｡）第二に定める基準（以下｢国土交通省告示に定め

る基準｣という｡）に従って審査し､同告示並びに平成２０年１月３１日

付け国総建第２６９号「経営事項審査の事務取扱について｣及び同別紙

｢経営規模等評価の結果を評点で表す方法｣（以下「事務取扱別紙」と

いう｡）により算出した評点）とする。 ただし、中小企業等協同組合

法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合及び企業組合

並びに中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号)

に基づく協業組合（以下「協同組合等」という。）のうち、建設業法

第３条の規定による許可を受け､かつ、官公需適格組合の証明を受けた

者であって資格審査に係る工事種別の官公需適格組合の算出方法の特

例を希望する者（以下「官公需適格組合」という。）については、次

のとおり取り扱うものとする。 

(1) 経営規模及び技術力の審査は、当該組合と５以内の組合員（規則第

６条第４項表中官公需適格組合が申請する場合の書類欄の｢組合員｣を

いい、当該組合の理事並びに当該組合の理事又は組合員が代表者とな

っている法人を含む。以下同じ｡）の次に掲げる事項の合計値を用いて、

国土交通省告示に定める基準に準じて行う。  

ア 工事の種類別年間平均完成工事高  

イ 工事の種類別元請年間平均完成工事高  

ウ 自己資本の額  
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エ 利益額  

オ 技術職員の数  

(2) 経営状況及びその他の審査項目（社会性等）の評点は、当該組合

と５以内の組合員の事務取扱別紙に定める当該評点の平均値（小数点

以下第 1 位を四捨五入した数値）とする。 

（市による評価点数値） 

第５条 市による評価点数値は、次に定める項目の数値の合計値とし、

資格審査の申請日（以下「資格審査申請日」という。）において建設

業法に規定する主たる営業所が戸田市内にある者（以下「市内業者」

という。）に対して配点する。 

２ 工事成績評価点は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 戸田市工事検査実施要綱（平成２９年告示第２２４号）に基づき評

定した工事成績評点（以下「工事成績評点」という。）により、申請業

種ごとに配点する。ただし、第３号に定める期間に、当該業種におい

て工事成績評点７５点未満の評定を受けた工事を施工した者を除く。 

(2) 申請業種ごとに工事成績評点を合計して得た数値を当該申請業種

の工事件数で除して得た数値（算出された数値に１点未満の端数があ

るときは、これを切り捨てる。以下、「平均点数」という。）に基づき、

次の表のとおり配点する。 

平均点数 

８ ０ 点 以 上  

８ ３ 点 未 満  

８ ３ 点 以

上  

８ ５ 点 未

満  

８ ５ 点 以

上  

８ ７ 点 未

満  

８ ７ 点 以

上  

８ ９ 点 未

満  

８ ９ 点 以

上  

配点 １０点 ２０点 ３０点 ４０点 ５０点 

(3) 前号の評価対象とする工事は、当該資格審査が更新申請である場

合においては、当該更新資格審査を実施した年度の前年度及び前々年

度に評定を受けたすべての工事とし、当該資格審査が新規申請である

場合においては、当該新規資格審査の直前の更新資格審査を実施した

年度の前年度及び前々年度に評定を受けたすべての工事とする。 

(4) 協同組合等に係る平均点数は、当該協同組合として評定した工事

成績評点を評価対象とする。 

３ 優秀工事表彰評価点は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 戸田市工事請負業者表彰要綱（平成４年１月２１日市長決裁）に基

づき表彰された工事に該当する申請業種に対して、表彰１件ごとに１

０点を配点する。ただし、２０点を上限とする。 

(2) 前号の評価対象とする工事は、当該資格審査が更新申請である場合

においては、当該更新資格審査を実施した年度及び前年度に表彰され
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た工事とし、当該資格審査が新規申請である場合においては、当該新

規資格審査の直前の更新資格審査を実施した年度及び前年度に表彰さ

れた工事とする。 

(3) 協同組合等に係る優秀工事表彰評価点は、当該協同組合としての

受賞を評価対象とする。 

４ 品質管理評価点は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 工事の施工について、資格審査申請日において（財）日本適合性認

定協会（以下「ＪＡＢ」という。）又はＪＡＢと相互認証している認定

機関に認定されている審査登録機関が認証したＩＳＯ９００１の認証

を取得している者を対象とし、すべての申請業種に３０点を配点する。 

(2) 協同組合等については、当該協同組合等としての認証取得を評価

対象とする。 

５ 環境への配慮評価点は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 資格審査申請日時点において次のいずれかを満たす者を対象とし、

すべての申請業種に対し１０点を配点する。 

 ア 埼玉県エコアップ認証制度による認証を受けた者 

  イ ＪＡＢ又はＪＡＢと相互認証している認定機関に認定されてい

る審査登録機関が認証したＩＳＯ１４００１の認証を取得してい

る者  

 ウ （一財）持続性推進機構又は（公財）地球環境戦略研究機関持続

性センターによりエコアクション２１の認証を取得している者  

(2) 協同組合等については、当該協同組合等として前号の要件を満た

している場合を評価対象とする。 

６ 障害者雇用評価点は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 資格審査申請日時点において次のいずれかを満たす者を対象とし、

すべての申請業種に対し１０点を配点する。 

 ア 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３

号）第４３条に係る報告義務がある場合で、資格審査申請日直近の

６月１日現在において雇用する障害者の数が法定雇用障害者数以

上であり、主たる事務所を管轄する公共職業安定所に障害者雇用に

関する報告書の写しを提出した者 

 イ 障害者の雇用の促進等に関する法律第４３条に係る報告義務が

ない場合で、資格審査申請日時点において障害者を１人以上雇用

し、障害者雇用の証明書を提出した者 

(2) 協同組合等については、当該協同組合等として前号の要件を満た

している場合を評価対象とする。 

７ 地域貢献評価点は、次に掲げるとおりとする。 
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(1) 資格審査申請日時点において保護観察所に協力雇用主として登録

されている者を対象とし、すべての申請業種に対し１０点を配点する。 

(2) 資格審査申請日から過去２年以内に、保護観察対象者又は更生緊

急保護対象者（現に暴力団関係者である者を除く。）を３か月以上雇

用した者を対象とし、すべての申請業種に対し１０点を配点する。 

(3) 協同組合等については、当該協同組合等として前２号の各要件を

満たしている場合を評価対象とする。 

８ 仕事と子育て等の両立支援評価点は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 資格審査申請日時点において次のいずれかを満たす者を対象とし、

すべての申請業種に対し、項目ごとに１０点を配点する。ただし、２

０点を上限とする。 

ア 従業員１００人以下の企業等で、次世代育成支援対策推進法（平

成１５年法律第１２０号）に基づく一般事業主行動計画を策定し、

厚生労働大臣（労働局長）に届出している者（資格審査申請日現在、

一般事業主行動計画の計画期間中であること）又は同法第１３条の

規定に基づく厚生労働大臣（労働局長）の認定を受けている者 

イ 従業員１０１人以上の企業等で、次世代育成支援対策推進法第１

３条の規定に基づく厚生労働大臣（労働局長）の認定を受けている

者 

ウ 従業員１００人以下の企業等で、女性の職業生活における活躍の

推進に関する法律（平成２７年法律第６４号）に基づく一般事業主

行動計画を策定し、厚生労働大臣（労働局長）に届出している者（資

格審査申請日現在、一般事業主行動計画の計画期間中であること）

又は同法第９条の規定に基づく厚生労働大臣（労働局長）の認定を

受けている者 

エ 従業員１０１人以上の企業等で、女性の職業生活における活躍の

推進に関する法律第９条の規定に基づく厚生労働大臣（労働局長）

の認定を受けている者 

オ 埼玉県の定める「多様な働き方実践企業認定制度」の認定を取得

している者 

(2) 協同組合等については、当該協同組合等として前号の各要件を満

たしている場合を評価対象とする。 

９ ＣＣＵＳ（建設キャリアアップシステム）登録評価点は、同システム

の事業者登録を完了した者を対象とし、すべての申請業種に対し１０点

を配点する。  

（格付け基準） 

第６条 資格審査数値の等級区分は、次の表によるものとする。 
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等級  土木工事業、建築工事業  その他  

Ａ  ９５０点以上 ８００点以上 

Ｂ  ７５０点以上～９５０点未満 ７００点以上～８００点未満 

Ｃ  ６５０点以上～７５０点未満 ６００点以上～７００点未満 

Ｄ  ５５０点以上～６５０点未満 ５５０点以上～６００点未満 

Ｅ  ５５０点未満 ５５０点未満 

（格付けの変更） 

第７条 規則第１１条に定める参加資格の有効期間においては、格付け

の変更は行わないものとする。ただし、規則第１３条に定める参加資

格の再審査を受けた者は、この限りではない。 

附 則 

 この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、平成３０年９月１１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要領による改正後の戸田市建設工事等入札参加者格付け要領の規

定は、平成３１年度以降の入札参加資格登録に係る格付けに適用し、平

成３０年度以前の入札参加資格登録に係る格付けについては、なお従前

の例による。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、令和４年９月６日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要領による改正後の戸田市建設工事等入札参加者格付け要領の規

定は、令和５年度以降の入札参加資格登録に係る格付けに適用し、令和

４年度以前の入札参加資格登録に係る格付けについては、なお従前の例

による。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、令和６年８月１６日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要領による改正後の戸田市建設工事等入札参加者格付け要領の規

定は、令和７年度以降の入札参加資格登録に係る格付けに適用し、令和

６年度以前の入札参加資格登録に係る格付けについては、なお従前の例

による。 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、令和８年４月９日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要領による改正後の戸田市建設工事等入札参加者格付け要領の規

定は、令和９年度以降の入札参加資格登録に係る格付けに適用し、令和

８年度以前の入札参加資格登録に係る格付けについては、なお従前の例

による。 

 


